
令和 7 年度アンケート調査概要 

1. 令和 7 年度アンケートの目的 

「⻑野市商⼯業振興・雇用促進計画」（令和 4 年度〜令和 8 年度）の後継計画策定の前段階と
して、市⺠の買い物⾏動や市内事業者（商業、⼯業、ICT）の現状と雇用に向けた動き等を把握
するために実施したもの。 

2. 令和 7 年度アンケート概要 

(1) 市⺠アンケート 
調査対象 18 歳以上の⻑野市⺠ 2,000 人 
調査期間 令和 7 年 12 月 24 日（水）〜令和 8 年 1 月 23 日（金） 
調査方法 郵送によりアンケート調査票を発送（回答は郵送またはインターネット） 
設問内容 ①回答者属性 ②買物状況について ③個人商店や商店街について  

④イオンモール須坂について ⑤ガソリン・灯油について など 
 

(2) 商業事業者アンケート 
調査対象 ⻑野市内の事業者 500 社（小売業、飲食業、宿泊業等） 
調査期間 令和 7 年 12 月 24 日（水）〜令和 8 年 1 月 30 日（金） 
調査方法 郵送によりアンケート調査票を発送（回答は郵送またはインターネット） 
設問内容 ①回答事業者属性 ②回答事業者業況（売上）  

③キャッシュレスについて ④インバウンドについて  
⑤イオンモール須坂について ⑥後継者・事業承継について  
⑦希望する公的支援策について  
⑧雇用について（雇用全般 人手不足 採用 働き方改革） など 

 
(3) ⼯業事業者アンケート 

調査対象 ⻑野市内の事業者 500 社（製造業等） 
調査期間 令和 7 年 12 月 24 日（水）〜令和 8 年 1 月 23 日（金） 
調査方法 郵送によりアンケート調査票を発送（回答は郵送またはインターネット） 
設問内容 ①回答事業者属性 ②回答事業者業況（売上・販売先・購入先・価格転

嫁・諸外国関税政策の影響など） ③回答事業者の強みについて  
④中⻑期計画について ⑤設備投資について  
⑥デジタル化や DX 化について ⑦外部専門人材の活用について 
⑧希望する公的支援策について  
⑨雇用について（雇用全般 人手不足 採用 働き方改革） など 

 
  

資料５ 



(4) ICT 事業者アンケート 
調査対象 ⻑野市内の事業者 96 社（情報サービス業、インターネット付随サービス業等） 
調査期間 令和 7 年 12 月 24 日（水）〜令和 8 年 1 月 23 日（金） 
調査方法 郵送によりアンケート調査票を発送（回答は郵送またはインターネット） 
設問内容 ①回答事業者属性 ②回答事業者業況（売上・販売先・自社事業など） 

③回答事業者の経営課題や今後の方向性について  
④IT 技術者の確保・育成について ⑤現在の市内事業所について  
⑥希望する公的支援策について  
⑦雇用について（雇用全般 人手不足 採用 働き方改革） など 

 

3. 令和 8 年度アンケート調査 

 
令和 8 年度は、令和 7 年度アンケート調査以降の消費⾏動の変化等を調査するため、追加

でアンケートを実施する予定 
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第２編 長野市の商工業・雇用環境を取り巻く情勢と課題 

１ 長野市の特徴 

（１）⻑野市の産業構造 

令和４（2022）年度における本市の経済活動別市内総生産（名目）をみると、「製造業」、「卸
売・小売業」、「不動産業」の順に大きくなっています。 

また、市内総生産の経済活動別構成比による特化係数を用いて全国及び⻑野県と比較した本
市の産業構造の特徴をみると、「情報通信業」、「卸売・小売業」、娯楽業や洗濯・理容・美容・
浴場業等を含む「その他のサービス」、「電気・ガス・水道・廃棄物処理業」の特化係数が高い
ことから、全国や⻑野県と比較してこれらの産業の構成比が大きいことが分かります。 

 

図表 1 経済活動別市内総生産・特化係数（令和４年度 全国・⻑野県との⽐較） 
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（資料）内閣府「国民経済計算」、長野県「県民経済計算」、長野市「令和４年度市民所得推計結果報告書（主要系列表）」

（注） 円の大きさは、市内総生産の大きさを表す

特化係数：経済活動別市内総生産構成比／経済活動別国内総生産または経済活動別県内総生産構成比

国内総生産は令和４(2022)年、県内総生産及び市内総生産は令和４(2022)年度の値
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（２）都市機能の集積 

本市は、明治４（1871）年に県庁が置かれて以来、⻑野県における政治・経済・⽂化の中⼼
地として発展してきたことから、行政・教育機関や事業所が集積しており、市内で従業する人
の約２割、市内に通学する人の約３割が市外在住者となっています。また、平成 10（1998）年
にオリンピック・パラリンピック冬季競技大会が開催されたことにより、知名度が向上すると
ともに都市基盤の整備が急速に進み、同大会のレガシーを生かしながら国際的なスポーツ大会
や会議が数多く開催されるなど、スポーツ・コンベンション都市としての魅力も兼ね備えてい
ます。 

図表 2 ⻑野市内で従業・通学する人の常住地別構成⽐（令和２年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3 ⻑野市内の主な⾏政・教育機関、スポーツ・コンベンション施設、博物館等 
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⻑野⼯業高等専⾨学校 

コンベンショ

ン
及
び 

ス
ポ
ー
ツ
施
設 

エムウェーブ（⻑野市オリンピック記念アリーナ）、ビッグハット（⻑野市若⾥多目的スポーツアリーナ）、南

⻑野運動公園（⻑野Ｕスタジアム）、アクアウイング（⻑野運動公園総合運動場 総合市⺠プール）、ホワイトリ

ング（真島総合スポーツアリーナ）、⻑野市若⾥市⺠⽂化ホール、スパイラル（⻑野市ボブスレー・リュージュ

パーク）、北部スポーツ・レクリエーションパーク、ホクト⽂化ホール（⻑野県県⺠⽂化会館）、⻑野市芸術館、

⻑野県農協ビル、アークスセンター 

博物館

等 

⻑野県⽴美術館、東⼭魁夷館、⻑野市⽴博物館、⼾隠地質化⽯博物館、 

⻤無⾥ふるさと資料館、信州新町美術館、有島生馬記念館、信州新町化⽯博物館、ミュゼ蔵 

北野美術館、水野美術館、北野カルチュラルセンター、信濃教育博物館 

（資料）長野市「第二期長野地域連携中枢都市圏ビジョン」より作成  
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（３）利便性の高い交通アクセス 

本市は、北陸新幹線や高速道路等の高速交通網が整備され、太平洋側と日本海側を結ぶ交通
結節点としての機能を持っています。特に新幹線では東京から約１時間半という⽴地条件から、
多様な働き方に対応できるポテンシャルを有しています。 

平成 27（2015）年度には、北陸新幹線が⾦沢まで延伸したことにより⻑野駅の新幹線乗⾞
人員が増加し、観光・経済などの面で北陸地方との交流が活発になってきています。令和
2(2020)年度には新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、乗⾞人員は前年度の半分以下
にまで減少しましたが、令和 3（2021）年度以降は回復しており、令和 5（2023）年度末には、
敦賀（福井県）延伸もあり、令和 6(2024)年度には過去最高水準となっております。 

図表 4 ⻑野市へのアクセス 

 
（資料）長野市移住手帳 N ターンのすすめホームページ 

 

図表 5 ⻑野駅 新幹線乗車人員の推移 
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２ 経済を取り巻く環境変化 

（１）人口減少・少子高齢化の進⾏ 

国勢調査によると、日本の総人口は大正 9（1920）年の調査開始以来、平成 27（2015）年
に初めて減少に転じ、令和 2（2020）年には約 1 億 2,623 万人となりました。 

本市の人口は平成 12（2000）年にピークを迎え、全国より早い段階で人口減少局面に入り
ました。国⽴社会保障・人口問題研究所によると、本市の人口は今後も減少を続け、令和 32
（2050）年には 304,038 人となり、令和 2（2020）年の 372,760 人から約 6 万 9,000 人減少
すると推計されています。総人口に占める生産年齢人口（15〜64 歳）の割合は、令和 32（2050）
年には 49.8％にまで低下することが予測されており、労働力不足の深刻化が懸念されます。 

図表 6 ⻑野市の人口推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 7 ⻑野市の年齢３区分別人口割合の推移 
 
  

8.2 8.4 8.0 7.1 6.4 5.9 5.6 5.4 4.9 4.3 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.6 2.4 2.2 2.1

22.9 23.7 24.5 25.3 25.8 25.3 24.5 23.2 21.7 
20.2 20.9 20.0 18.8 17.1 15.9 15.1 14.5 13.8 12.9 12.0 

3.1 3.8 4.4 5.3 6.5 7.5 8.5 9.5 
10.6 

10.8 11.5 11.7 12.1 
12.6 12.7 12.4 11.9 11.2 

10.7 
10.1 

34.2 35.8 36.9 37.7 
38.7 38.8 38.7 

38.2 37.8 37.3 36.3 35.2 34.1 
33.0 31.7 30.4 

29.0 
27.4 

25.7 
24.1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

S50

(1975)

S55

(1980)

S60

(1985)

H2

(1990)

H7

(1995)

H12

(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

R47

(2065)

R52

(2070)

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（資料）総務省統計局「国勢調査」（S50年～R2年）、

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年（2023年）年推計）」（R7年～R32年）
（注１）長野県「毎月人口異動調査」によると、R7年の長野市人口は358,783人
（注２）R37年（2055年）年以降は、社人研推計に準拠して推計。
（注３）年齢不詳人口があるため、年齢３区分別人口の合計が総数と一致しない場合がある

（万人）

（年）

推計値

23.9% 23.3% 21.6%
18.7%

16.4% 15.2% 14.6% 14.1% 13.2% 12.1% 10.8% 10.0% 9.7% 9.8% 9.7% 9.4% 9.0% 8.6% 8.4% 8.5%

67.0% 66.2% 66.5% 67.1% 66.7% 65.3% 63.4%
61.0%

58.3% 57.2% 57.6% 56.8% 55.0%
51.9% 50.2% 49.8% 50.1% 50.4% 50.1% 49.6%

9.1% 10.5% 11.9% 14.1%

16.8% 19.4%
22.0%

24.9%
28.5% 30.7% 31.6% 33.3%

35.4%

38.3% 40.1% 40.8% 41.0% 41.0% 41.5% 41.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

S50

(1975)

S55

(1980)

S60

(1985)

H2

(1990)

H7

(1995)

H12

(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

R27

(2045)

R32

(2050)

R37

(2055)

R42

(2060)

R47

(2065)

R52

(2070)

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

（年）

（資料）総務省統計局「国勢調査」（S50年～R2年）、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和5年（2023年）年推計）」（R7年～R32年）
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② 人手不足感の高まり 
人口及び生産年齢人口の減少を背景に、人手不足が常態化しています。 
⻑野県の雇用人員判断 DI（雇用人員について「過剰」と答えた企業の割合から「不足」と答

えた企業の割合を引いたもの）をみると、直近 10 年では業況判断が改善する中で人手不足超
過が続いています。景気後退期に転換した平成 30（2018）年以降は、業況判断の悪化に伴い
人手不足感の緩和が進み、さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって業況判断が急
速に悪化した令和 2（2020）年中頃には人手が過剰である状態に転じましたが、同年 12 月に
再び不足超過となり、令和 7 年まで継続しています。 

また、⻑野県の有効求人倍率は、平成 26（2014）年以降１倍を超えて推移しており、求人数
が求職者数を上回る状況が続いています。 

図表 8 雇⽤人員の過不足感の推移（⻑野県） 

 

図表 9 有効求人倍率の推移（⻑野県） 
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（注） 雇用人員判断DI：回答社数構成比「過剰」 - 「不足」

業況判断DI    ：回答社数構成比「良い」 - 「悪い」
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（注） 有効求人倍率：有効求人数／有効求職者数
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③ 経営者の高齢化による休廃業・解散企業の増加 
少⼦高齢化の進行に伴い経営者の高齢化が進んできており、年齢を理由に引退する経営者の

増加が予想されます。 
休廃業・解散企業数の推移を代表者の年齢別にみると、代表者が 70 歳代以上の企業におい

て増加傾向にあります。 
経営者の年代別に後継者の有無について確認すると、60 歳代は約 36％、70 歳代は約 27%、

80 歳代以上では約 22%で後継者が不在となっており、経営者の高齢化に加えて、後継者の不
在が休廃業・解散件数増加の背景にあると考えられます。 

図表 10 代表者年齢別 休廃業・解散件数の推移（全国） 

 

図表 11 経営者年代別 後継者不在企業の割合（全国・令和 7 年） 
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（資料）中小企業庁「2025年版中小企業白書」（（株）帝国データバンク「全国企業「休廃業・解散」動向調査」）

（注）1.休廃業とは、倒産（法的整理）によるものを除き、特段の手続きを取らずに企業活動が停止した状態を確認

（休廃業）、若しくは商業登記等で解散（ただし、「みなし解散」を除く）を確認できたものを指す。

2.調査時点での休廃業・解散状態を確認したもので、将来的な企業活動の再開を否定するものではない。また、休廃
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（資料）株式会社帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査（2025年）」）
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④ 広域的取組機運の高まり 
日本全体の人口が減少し、地方から都市圏への人口流出が続き、地方の活力が失われつつあ

る現状において、人口減少への対策は、一つの市町村で取り組むのではなく、多様な地域特性
をもった市町村が、それぞれの特色を活かして取り組んでいくことが必要になってきました。 

平成の大合併がひと段落すると、国は、各市町村がそれぞれの戦略的判断に基づき、合併に
よらない広域的な連携により、様々な取組を進める形態を推奨するようになり、平成 26（2014）
年に地方自治法が改正され、地方公共団体の柔軟な連携を可能とする「連携協約」制度が導入
され、連携中枢都市圏の形成等が推進されています。 

本市は、⻑野地域の市町村が、人口減少下における様々な地域の課題に対し、合併によらず、
スクラムを組んで「お互いの強みを活かし、弱みを補う」ことにより、持続可能な地域社会を
創生するとともに、圏域全体を活性化し発展させていくことを目的として、平成 28（2016）
年４月から「⻑野地域連携中枢都市圏ビジョン」（⻑野地域スクラムビジョン）に基づく「⻑
野地域連携中枢都市圏」を形成し、「圏域全体の経済成⻑のけん引」「高次の都市機能の集積・
強化」「圏域全体の生活関連機能サービスの向上」に向け様々な取組を広域的に展開していま
す。 

こうした中、国の「第 32 次地方制度調査会」から、「2040 年頃から逆算し顕在化する地方
行政の諸課題とその対応方策についての中間報告(案)」（2019 年７月）が提出され、人口減少、
人口構造の変化、気候変動など直面する課題が示された上で 

・地域ごとに大きく異なる変化・課題の現れ方を見通した上で、どのような未来を実現した
いのか、ビジョンを共有する必要がある 

・その未来像から逆算して、⻑期的な視点で必要な対応を選択する必要がある 
・地域や組織の枠を超えて連携・役割分担する必要がある 

といった視点が示されました。 
本市は、未来に向けた変革の第一歩として、平成 31（2019）年４月、「⻑野地域経済成⻑け

ん引プロジェクトチーム」を結成し、市の経済基盤の底上げと⻑野地域の経済成⻑をけん引す
る具体的方策について検討を開始し、兼業・副業による⺠間のプロフェッショナル人材として
「戦略マネージャー」をチームに加えた官⺠協働のプロジェクトチームにより、「⻑期戦略
2040」を令和２（2020）年５月にまとめました。「⻑期戦略 2040」では、 “2040 年に向けて
の挑戦”として、未来のまちを創るビジョンと、その実現に向けて今後取り組むべき具体的な方
向性をまとめており、具体的な取組の検討を進めています。 
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（２）アフターコロナの業況感 

① 企業の業況感 
令和 2(2020)年に新型コロナウイルス感染症が世界的に流行したことで、感染拡大防止のた

めの外出自粛等や主要貿易相手国での経済活動の停止等により、経済活動が著しく停滞しまし
た。その後、段階的な経済活動再開もあり、令和 4（2020）年の全国及び⻑野県企業の業況判
断 DI（業況について「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた企業の割合を引いたも
の）をみると、業況は「良い」に転じています。 

また、令和 6(2024)年 9 月における全国の産業別の業況判断 DI をみると、全業種で「良い」
となっており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の令和元年(2019)年 12 月と比較する
と、12 業種中 10 の業種で上回っています。 

図表 12 企業の業況判断 DI の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 13 企業の業況判断 DI（全国・産業別） 
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② インバウンド（外国人観光客）の増加と旅⾏消費額の拡大 
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により人の移動が制限され、令和 2（2020）

年の訪日外国人客数は 412 万人と、前年比 87％の減少となりました。 
その後、段階的な渡航制限の解除に伴い、R4（2022）年から訪日外国人客数は上昇に転じ、

R6（2024）年には過去最高の 3,687 万人となっています。本市の外国人延べ宿泊者数も訪日外
国人の上昇に併せて増加傾向にあります。 

訪日外国人の旅行消費額についても R6（2024）年には 8 兆 1257 億円に達しており、新型
コロナウイルス感染拡大前の令和元(2019)年の 4 兆 8,135 億円と比較し、大幅に増加していま
す。 

 

図表 14 訪日外国人客数・訪日外国人旅⾏消費額の推移（全国） 

 

図表 15 外国人延宿泊者数の推移（⻑野市） 

 
  

1,341

1,974

2,404

2,869
3,119 3,188

412

25

383

2,507

3,687
3,555

20,278

34,771
37,476

44,162 45,189
48,135

7,446

1,208

8,987

53,965

81,257

21,310

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)
R元

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

R7

(2025)

訪日外国人客数
訪日外国人旅行消費額（右目盛）

（資料）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「 訪日外客数（年表）」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」

（注） 令和7(2025)年の訪日外国人旅行消費額は、令和7(2025)年1～10月期の結果を用いた観光庁による試算

（万人） （億円）

（年）

38,796
30,460

39,416

51,836 51,713 53,607

75,565
86,382

107,081
117,334

24,344

1,633

28,911

114,180

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H22

(2010)

H23

(2011)

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)
R元

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

（人泊）

（資料）長野県「外国人延宿泊者数調査」に基づき長野市作成

（年）



 

15 
 

（３）海外経済と国内経済の⽐較 

① 中国の失速と国内市場の縮小 
世界の主な国・地域の名目 GDP（ドルベース）の推移をみると、令和 3（2021）年まで世界

の GDP に占めるシェアが上昇傾向にあった中国が、近年下落や横ばい傾向にあります。同じ
く日本の GDP も伸び悩んでおり、世界の GDP に占めるシェアは、平成 16（2004）年からの
20 年で 11.1％から 3.6％へと低下していることから、世界の市場規模と比較すると、国内市場
は相対的に縮小傾向にあると言えます。 

 

図表 16 世界の主な国・地域の名目 GDP の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 18 世界 GDP に占める貿易・世界人口に占める海外旅⾏者数と移⺠数 

【削除理由】            
本項目は、経済産業省が公表している通商白書の「世界 GDP に占める貿易・世界人口に占める海
外旅⾏者数と移⺠数」に基づく図表がありましたが、本項目に関する統計データが通商白書から削
除されたため 

 
 
  

0

4

8

12

16

20

24

28

32

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H16

(2004)

H18

(2006)

H20

(2008)

H22

(2010)

H24

(2012)

H26

(2014)

H28

(2016)

H30

(2018)

R2

(2020)

R4

(2022)

R6

(2024)

R8

(2026)

アメリカ 日本
ユーロ圏 中国
ASEAN 世界
日本のシェア（右目盛） 中国のシェア（右目盛）
ASEANのシェア（右目盛） アメリカのシェア（右目盛）（兆ドル） （％）

（資料）IMF（国際通貨基金）「World Economic Outlook Database: April 2025」

（年）



 

16 
 

② 生産活動等のグローバル化 
中国や ASEAN をはじめとする新興国の経済成⻑や、通信・物流コストの低下による国際分

業の進展により、国境を越えたサプライチェーンが形成される中で、国内製造業の海外生産額、
海外生産比率（売上高に対する海外現地法人の売上高の割合）は新型コロナウイルによるパン
デミックが収束に向かうとともに増加傾向にあります。また、輸出額、売上高に占める輸出額
の割合も直近では 3 割を超えています。 

図表 17 製造業 海外生産額・海外生産⽐率の推移（全国） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 18 製造業 輸出額・売上高に占める輸出額の割合の推移（全国） 
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また、人口減少・少⼦高齢化を主因に国内の労働力人口が減少傾向にある中、外国人労働者
数は全国・⻑野県ともに増加傾向にあります。産業別にみると、⻑野県では特に製造業におけ
る外国人労働者が多くなっています。 

国は、深刻化する人手不足を踏まえ、人材の確保が困難な状況にある 14 の産業分野（特定
産業分野）について、一定の専⾨性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、令和
元（2019）年に新たな在留資格である「特定技能」を創設しました。令和 6（2024）年 10 月
末現在の特定技能の外国人労働者数は、全国で 206,995 人、⻑野県で 3,884 人となっています。
特定技能の労働者数について、特定産業分野別に構成比をみてみると、⻑野県では全国に比べ
「農業」や「素形材産業」といった産業分野の構成比が高くなっています。 

図表 19 産業別 外国人労働者数の推移 

 

図表 20 「特定技能」外国人労働者の特定産業分野別構成⽐（令和６年） 
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（４）情報通信技術の発達による産業・生活の変化 

① 高度情報化の進展 
情報通信技術の発達やスマートフォン等の普及を背景に、人⼯知能（AI）や IoT、ビッグデ

ータ等、先端技術を活用した利便性の高い新たなサービスが普及してきています。わが国では、
情報通信技術を最大限活用することで、経済発展と社会的課題の解決を両⽴する社会である
「Society5.0」の実現を目指しています。 

これを踏まえ、⻑野県産業イノベーション推進協議会は、令和元（2019）年に Society 5.0 
時代のデジタル社会を担う IT 人材・IT 産業の⻑野県内への集積を促すことで、全ての産業の
ＤＸ推進や高度化を加速するとともに、産学官が連携し IT ビジネスの創出を促すエコシステ
ムを構築することを目指し、IT 人材の育成・確保や IT 産業の振興に資する施策を中⼼に、産
学官で共有し取り組むべき方向性を「信州 IT バレー構想」として取りまとめました。 

同構想では、善光寺⾨前地域を、世界にアピールできる先進的でイノベーティブな街とする
ため、主な取組として「善光寺⾨前イノベーションタウン構想」（ZIT 構想）が位置付けられて
います。 

また、翌年の令和２（2020）年には⻑野県が「⻑野県 DX 戦略」を策定し、県内のあらゆる
分野においてデジタル技術とデータを活用した新たな社会への変革である「デジタルトランス
フォーメーション（DX）」を進めています。 

更に、令和 2（2020）年には新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するために、テレ
ワークの導入やオンライン教育の実施、オンライン診療に係る規制の緩和がなされるなど、こ
れまで比較的オンライン化が進まなかった領域においても、⻑年にわたる慣行が崩され、全国
的にデジタル化・リモート化を前提とした活動が定着しつつあります。個人、産業、社会とい
ったあらゆるレベルにおいて変革を促し、新たな価値の創造につなげていくためには、第 5 世
代移動通信システムや IoT、ビッグデータ、AI といったデジタル技術を今まで以上に活用して
いくことが必要となってきています。 

こうした動きの中で、⻑野市は令和３（2021）年２月に「スマートシティＮＡＧＡＮＯ宣言」
を行い、デジタル技術等をはじめとする先端技術を活用するスマートシティを推進し、
Society5.0 の実現を目指していくこととしています。 

図表 21 Society5.0 で実現する社会 

 
（資料）内閣府ホームページ「Society5.0」  
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② 消費⾏動の変化 
消費者の利便性や事業者の生産性向上等を背景に、紙幣や硬貨といった現⾦を用いないキャ

ッシュレス決済の利用が拡大傾向にあります。キャッシュレス決済の手段としては、クレジッ
トカードや電⼦マネー、デビットカードのほか、近年、特に増加傾向にあるスマートフォンの
アプリケーションを用いた QR コード決済があります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大
に伴い、人との接触を抑え短時間で決済可能なキャッシュレス決済は、今後更に拡大すること
が想定されます。 

また、スマートフォンなど身近な IT 端末の普及や共働き世帯の増加といった社会構造の変
化とともに、インターネット上でモノやサービスを売買する EC（電⼦商取引）の市場規模が
拡大傾向にあり、全ての商取引に対する EC（電⼦商取引）市場規模の割合（EC 化率）も上昇
傾向にあります。 

図表 22 キャッシュレス決済額・キャッシュレス決済⽐率の推移（全国） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 23 EC 市場規模・EC 化率の推移（全国） 
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③ 製造業における ICT 産業の活性化 
製造業では、⼯場の IoT 化などの効率化投資やそれに伴うシステム刷新を中⼼に、情報化投

資が積極的に行われています。AI やビッグデータ、IoT を活用したスマート⼯場化等により生
産性向上を図るだけなく、顧客データの分析による商品企画や販売予測、予知保全、遠隔保守
等、新たな付加価値を創出するための取組が進められています。 

社会全体のデジタル化・IT 化に伴い、ICT 産業の産出額は増加傾向にあり、全産業の産出額
に占める ICT 産業の産出額の割合も上昇傾向にあります。ICT 産業は、あらゆる産業における
高度な IT 利活用による新たなビジネスモデルの創出や既存のビジネスモデルの変革を行うデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）の推進役として大きな期待が寄せられています。 

 

図表 24 製造業 設備投資額に対する情報化投資額の割合（全国） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 25 ICT 産業の産出額の推移（全国） 
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④ テレワークの普及と定着 
情報通信技術を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークを導

入する企業が増加しています。特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がみられた令和 2
（2020）年には、テレワークを導入する企業の割合が、前年の 20.1％から 47.4％へと上昇し
ました。コロナウイルスのパンデミック収束後も 5 割前後で推移しており、テレワークについ
ては働き方の 1 つとして定着していることが伺えます。 

テレワーク導入の目的をみると、令和 6 年（2024）年には、「ワークライフバランスの向上」、
「労働生産性の向上」、「業務の効率性（生産性）の向上」が上位となっています。 

図表 26 テレワーク導入率の推移（全国） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 27 テレワークの導入目的（全国） 
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（５）激甚化する自然災害や新型コロナウイルス感染症等の新たな脅威への対応と事業継続に
向けた備えの重要性の高まり 

【削除理由】            
本項目には、令和元年東日本台風の被害等についての記述がありましたが、「⻑野市災害復興計
画」（R2〜R6 年）の計画期間終了となったため 
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（６）持続可能な社会づくりに向けた取組の広がり 

地球環境や経済活動等に関して、持続可能でよりよい世界を実現するため、平成 27(2015)年
の国連サミットにおいて、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年の 15 年間で達成すべき目標
として「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」が加盟国の全会一
致で採択され、世界全体で SDGs の達成に向けた取組が広がっています。 

持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと、それを実現するための 169 のターゲット
で構成されており、地球上の「誰一人取り残さない」と誓い、包括的な社会の実現を目指して、
経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むこととしています。 

私たちの経済や社会生活は、自然環境や自然資本を土台として成り⽴っていることから、
SDGs の達成に向けては、自然環境・自然資本の維持・向上が重要になりますが、これに関連
して、国は令和 2（2020）年に、経済と環境の好循環を成⻑戦略の柱として掲げ、令和 32（2050）
年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラル（脱炭素社会）
の実現を目指すことを宣言しました。積極的に温暖化対策を行うことで産業構造や経済社会の
変革を起こし、大きな成⻑につなげるという発想の転換が求められています。 

⻑野県は、平成 30（2018）年６月に「SDGｓ未来都市」に選定され、経済団体、⾦融機関、
大学等支援機関と連携し「環境」、「社会」、「経済」の 3 側面を踏まえ、企業等が経営戦略とし
て SDGs を活用することを支援する「⻑野県 SDGs 推進企業登録制度」を創設し、企業価値の
向上、販路開拓や社内の人材確保・育成に向けた取組等を推進しています。 

本市は、令和３（2021）年６月に「SDGs 未来都市」に選定されました。今後は、「⻑野市
SDGs 未来都市計画」に基づき、環境共生都市「ながの」の実現に向け、SDGs を推進してい
きます。 

図表 28 SDGs 17 の目標 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（資料）国際連合広報センター（United Nations Information Centre） 
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また、本市の二酸化炭素排出量は、新型コロナウイルスのパンデミックが起きる前の令和元

（2019）年と比較すると、直近の令和 4（2022）年は減少するなど、脱炭素に向けた動きは数
値にも現れています。 

図表 29 ⻑野市の⼆酸化炭素の部⾨別排出量 
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３ 長野市の商工業・雇用の現状と課題 

（１）商業 

① 商圏人口の減少 
本市の商圏人口は、平成 12（2000）年の 70.8 万人をピークに減少傾向にあり、令和 6（2024）

年には 60.7 万人と同年比で約 14％減少しています。特に、平成 21（2009）年まで増加基調に
あった一次商圏（地域の消費需要の 30％以上を吸引している地域）の人口は平成 24（2012）
年以降、減少を続けています。 

図表 30 ⻑野市 商圏人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 31 ⻑野市の商圏（令和６年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）長野県「長野県商圏調査報告書」 

（注） 平成 15 年現在の旧長野市についての商圏  
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② 商店街数の減少 
⻑野県内の商店街数は、昭和 56（1981）年度の 454をピークに減少傾向にあり、令和 6（2024）

年度には 167 と、ピーク時の 4 割弱にまで減少しています。このうち本市には、県内では最多
となる 37 の商店街がありますが、令和 3（2021）年度と比べると 6 つ減少しています。 

図表 32 商店街数の推移（⻑野県・県内市町村） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図表 33 今後、個人商店や商店街に期待する役割 

【削除理由】            
本項目には、令和 2 年度市⺠アンケートの「個人商店や商店街に期待する役割について」の設問に
基づいた図表がありましたが、現在調査中の令和 7 年度市⺠アンケートにおいて、個人商店や商店
街での買い物頻度・動機・障壁等についての設問に変更したため 
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③ 地元滞留率の低下 
本市の地元滞留率（⻑野市内で主に買い物をする世帯の割合）は低下傾向にあり、令和

6(2018)年には、平成 12(2000)年の 96.1％から 9.9 ポイント低下し、86.2％となっています。
地元滞留率が低下する中、EC(電⼦商取引)等を含む無店舗販売利用率は、同期間中に 1.7％か
ら 10.1％へと、8.4 ポイント上昇していることから、地元滞留率の低下の主な要因は、EC（電
⼦商取引）の拡大であると考えられます。 

図表 34 ⻑野市 地元滞留率・無店舗販売利⽤率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ EC の普及による消費⾏動の変化 

【削除理由】            
本項目は令和 2 年度市⺠アンケートで、コロナ禍における EC 利⽤拡大を踏まえて設けた「インタ
ーネットショッピングでの購入金額の割合」に関する設問結果に基づくものでしたが、EC が日常
的な購買手段として定着していることから、現在調査中の令和 7 年度市⺠アンケートにおいて、イ
ンターネットショッピングの利⽤に関する個別設問を削除し、飲食料品、衣料品、日⽤品等の買物
状況に関する設問の選択肢に含める形式に整理したため 
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（注） 平成15年現在の旧長野市についての買物状況

地元滞留率 ：居住する地元市町村（平成15年現在の市町村単位）内で主に買物をする世帯の割合

無店舗販売利用率：通信販売、訪問販売、移動販売等で主に買物をする世帯の割合

（％） （％）

（年）
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⑤ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるライフスタイルの変化 

【削除理由】            
本項目には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響等についての記述、図表がありま
したが、新型コロナウイルス感染症は、令和５（2023）年５月に５類感染症に移⾏され、令和６
（2024）年４月から通常の医療体制に移⾏し、感染拡大が収束したため 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 近隣自治体で予定されている大型商業施設の開業 

【削除理由】            
本項目には令和 2 年度商業事業者アンケートに基づく近隣自治体で予定されていた大型商業施設に
ついての記述、図表がありましたが、大型商業施設が既に開業したため削除。なお、開業後の影響
については、現在⾏っている令和 7 年度商業事業者アンケートにて調査中 
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（２）工業 

① 低位に留まる労働生産性 
本市製造業の製造品出荷額等の推移をみると、平成 22(2010)年から令和 5(2023)年で約 51%

増加しています。 
また、令和 5(2023)年における、全国と比較した産業中分類別の粗付加価値額の特化係数を

みると、「情報通信機械器具」、「電⼦部品・デバイス・電⼦回路」、「印刷・同関連業」、「食料品」
の 4 産業で 1.0 を上回っており、本市の製造業はこれらに特化した産業構造であることがわか
ります。 

同年における労働生産性（従業者 1 人当たりの粗付加価値額）を産業中分類別にみると、20
産業中 17 産業で全国を下回っています。 

 

図表 35 ⻑野市製造業の産業中分類別製造品出荷額等の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 36 ⻑野市製造業の特化係数（粗付加価値額構成⽐）・労働生産性（令和５年） 
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（注） 労働生産性：従業者１人当たりの粗付加価値額（粗付加価値額／従業者数）
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従業者数4人以上の事業所
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秘匿などのため省略

（特化係数） （万円）
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② 企業ニーズに対応した企業誘致の展開 
企業誘致は、地域に新たな雇用を生み出し、税収の増加や地域内での需要を誘発するなど、

地域経済活性化の効果が期待されます。これまでは ICT 産業の集積を図ることを目指し IT 関
係の企業を重点的に、オフィス中⼼の誘致活動を行ってきました。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、働き方は変化し、テレワークやリモートワー
クが普及、定着しています。ICT 等を活用したイノベーションの創出を目指す「信州 IT バレー
構想」の推進に取り組んでおり、首都圏からの交通の便が良く、郊外には豊かな自然環境を有
し、テレワークやリモートワークに適した環境にある本市にとって、こうした働き方の変化は
大きな追い風になるものと考えられます。 

このため、⺠間のレンタルオフィスやコワーキングスペースを活用することにより、スター
トアップ型の起業や IT ベンチャー企業等の誘致にも取り組んでいく必要があります。 

また、令和 7(2025)年 12 月 1 日現在、本市が整備した産業団地のうち、主な空き区画は豊
野東部⼯業団地となっております。 

本市における製造業の敷地面積の推移をみると、平成 23(2011)年に前年比 19％減少し、翌
平成 24(2012)年に同 32％増加した後は、概ね横ばいで推移しています。 

これまで取組を進めてきた ICT 産業等の集積に加え、大規模な産業用地の確保や企業誘致に
ついても、積極的に取り組む必要があります。 

図表 37  IT 企業が感じている⻑野市に⽴地するメリット 

現在⾏っている令和 7 年度 ICT 事業者アンケートにて調査中 
 
 
 

図表 38 ⻑野市産業団地の空き状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

区画 面積（㎡） 区画 面積（㎡）

1 東部工業団地 57,000 S58.１ 23 37,819.35 23 37,819.35 100.00%

2 北部工業団地 85,000 S63.5 26 57,703.93 26 57,703.93 100.00%

3 大豆島東工業団地 98,000 S63.5 22 74,678.05 22 74,678.05 100.00%

4 綿内東山工業団地 99,000 H4.5 33 69,650.49 33 69,650.49 100.00%

5 綿内流通ターミナル 82,000 H4.6 18 61,434.79 18 61,434.79 100.00%

6 豊野東部工業団地 114,000 H3.4 12 73,343.14 11 68,286.04 93.00%

7 長野木工団地内用地 7,676 H20.10 2 6,916.59 2 6,916.59 100.00%

8 川合新田産業用地 20,719 H21.3 5 19,296.72 5 19,296.72 100.00%

9 第二東部工業団地 49,910 H21.10 13 40,458.47 13 40,458.47 100.00%

10 若里産業用地 3,312 H26.4 1 3,299.04 0 0 0.00%

11 東鶴賀産業用地 2,103 H28.3 1 2,094.48 1 2,094.48 100.00%

12 篠ノ井駅西口産業用地 3,601 R5.10 1 3,379.66 1 3,379.66 100.00%

622,321 - 157 450,074.71 155 441,718.57 83.31%

（令和7年12月1日現在）
（資料）長野市商工労働課

分　譲　済
分譲率

合計

団　地　名
開発面積

（㎡）
開発年度

分　譲
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図表 39 ⻑野市 製造業の敷地面積の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③ 産学官金の一層の連携強化 
本市には、信州大学⼯学部や⻑野⼯業高等専⾨学校といった⼯業系の高等教育機関があるこ

とから、産学官⾦の連携拠点として、「⻑野市ものづくり支援センター」（UFO Nagano）を
設置し、インキュベーションマネージャーを中⼼に、ものづくり系を中⼼とした市内中小企業
の各種相談を訪問等により支援しているほか、異業種交流等による人的ネットワーク形成を支
援し、新たな産業の育成につなげる取組を行っています。 

地域の特性や技術を生かし、新技術や新製品の開発等のイノベーションを創出するためには、
企業、大学・高等専⾨学校をはじめ、公的研究機関、産業支援機関、⾦融機関が一体となり、
「産学官⾦」の連携をさらに強化することが必要です。産学官⾦連携による企業のメリットと
しては、技術課題の克服に資する知見の利用による技術力強化や、研究成果の新製品開発への
応用、製品の性能や品質の実証による信頼性の向上等が挙げられます。 

「⻑期戦略 2040」に位置付けられている「既存ポテンシャル企業の成⻑促進」や「新産業創
出」につながる支援や、ものづくり産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進につ
ながる支援を行うことができるよう、産学官⾦の一層の連携強化を図っていく必要があります。 

図表 40 ⻑野市ものづくり⽀援センター（UFO Nagano）の相談企業数・案件数の推移 
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④ 市内経済の循環性向上 

現在⾏っている令和 7 年度工業事業者アンケートにて調査中 
 

⑤ 生産性向上に寄与する先端技術・設備(AI・IoT)の活⽤ 

現在⾏っている令和 7 年度工業事業者アンケートにて調査中 
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（３）雇⽤ 

① 生産年齢人口の減少 
本市の 15〜64 歳の生産年齢人口と就業者数は、平成 7(1995)年をピークに減少に転じてい

ます。一方、65 歳以上の高齢者の人口と就業者数は増加傾向にありますが、15〜64 歳の就業
者の減少数が 65 歳以上の就業者の増加数を上回っているため、結果として本市の 15 歳以上の
就業者数は、平成 12(2000)年以降、減少しています。 

また、就業率（就業者数 / 15 歳以上人口）では、15〜64 歳は上昇傾向にあり、65 歳以上も
令和平成 27(2015)年から上昇に転じています。65 歳以上の就業率上昇について、高齢者も引
き続き就労し続ける社会への変化を伺うことができます。 

 

図表 41 ⻑野市 人口・就業者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 42 ⻑野市 就業率の推移 
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② 若者の UJI ターン 
年齢５歳階級別に、令和 2（2020）年までの人口移動の⻑期的な推移では、「15〜19 歳→20

〜24 歳」は、進学や就職等を理由とした市外への流出があるため、流出超過となっています
が、直近では流出超過幅は減少しています。また、「20〜24 歳→25〜29 歳」は、卒業後の就職
等で本市への流入が増加することから流入超過になっています。流入超過幅は「H17→H22」
と直近の「H27→R2」を比較すると増加傾向にあります。 

図表 43 ⻑野市の年齢 5 歳階級別人口移動数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 44 10 代後半から 20 代の人口移動の状況 
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10～14歳

10～14歳

→

15～19歳

15～19歳

→

20～24歳

20～24歳

→

25～29歳

25～29歳

→

30～34歳

30～34歳

→

35～39歳

35～39歳

→

40～44歳

40～44歳

→

45～49歳

45～49歳

→

50～54歳

50～54歳

→

55～59歳

55～59歳

→

60～64歳

60～64歳

→

65～69歳

65～69歳

→

70～74歳

70～74歳

→

75～79歳

75～79歳

→

80～84歳

80～84歳

→

85～89歳

85～89歳

→

90歳～

H7→H12 -404 -302 -2,205 -2,788 3,156 924 -104 -369 -564 -625 -170 64 -94 -79 -13 -60 -71 210

H17→H22 -111 -79 -1,549 -3,222 815 287 74 -197 -317 -33 -45 72 80 74 111 260 166 291

H27→R2 -20 -15 -709 -1,565 1,270 1,041 621 827 485 557 475 440 334 268 -3 30 -18 493

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000
H7→H12 H17→H22 H27→R2

（資料）内閣府・経済産業省「RESAS-地域経済分析システム」

総務省統計局「国勢調査」、厚生労働省「都道府県別生命表」に基づきデジタル田園都市国家構想実現会議事務局作成

（人）

流入超過幅は増加傾向

流出超過は

減少傾向
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③ 高齢者の雇⽤拡大 
平成 16(2004)年の高年齢者雇用安定法の改正により、65 歳までの雇用確保措置が義務化さ

れました。これにより、本市の 60〜64 歳における就業率は、平成 17(2005)年以降上昇してお
り、65〜69 歳の就業率も平成 22(2010)年以降上昇傾向にあります。また、令和 2(2020)年の
同法の改正により、令和 3(2021)年 4 月からは 65 歳までの雇用確保義務に加え、70 歳までの
就業機会の確保が努力義務として課されることとなりました。 

図表 45 ⻑野市 年齢 5 歳階級別就業率の推移（60 歳以上） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 46 人手不足対策 取組状況と効果 

現在⾏っている令和 7 年度工業、商業、ICT 事業者アンケートにて調査中 
 

  

61.7% 60.4% 62.1%
58.6% 59.5%

64.2%
68.1% 74.4%

49.9% 48.8% 49.9%
44.2% 42.9% 45.0% 47.9%

54.1%

37.6% 35.5%
39.6%

33.2% 32.0% 31.3% 32.8%

40.1%

18.6% 18.0% 19.3% 18.1% 17.9% 17.1% 15.5% 18.2%

0%

20%

40%

60%

80%

S60

(1985)

H2

(1990)

H7

(1995)

H12

(2000)

H17

(2005)

H22

(2010)

H27

(2015)

R2

(2020)

60-64歳 65-69歳 70-74歳 75歳以上

（年）

（資料）総務省統計局「国勢調査」

（注）就業率：就業者数 / 人口

平成27年以降は「不詳補完結果」より作成
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④ 女性や就職氷河期世代への就労⽀援 
令和 2(2020)年における本市の女性の就業率は、20〜24 歳を除く全ての年代で男性の就業

率を下回っています。また、結婚・出産期にあたる 30 歳代で就業率が落ち込み、育児が一段
落した時期に再び上昇する、いわゆる「M 字カーブ」を描いています。「M 字カーブ」の谷は
10 年前、20 年前と比較して浅くなってきているものの、同世代の男性と比較すると依然とし
て低い状況にあります。 

バブル経済が崩壊し、雇用環境が厳しくなった平成 5(1993)年〜平成 16(2004)年に就職活動
を行った、いわゆる「就職氷河期世代」は、令和 4(2022)年時点での 39 歳から 48 歳を中⼼層
としています。この世代における全国の人口は 1,637 万人であり、雇用形態別では、非正規雇
用の労働者は 359 万人と、人口の 22％を占めています。就職氷河期世代には、男性を中⼼に
希望する就職ができず、現在も不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるな
ど、様々な課題に直面している人がいます。 

直近では令和 7（2025）年に「就職氷河期世代等支援に関する関係閣僚会議」が行われるな
ど支援の検討が行われており、本市においても、その実態やニーズを的確に捉え、支援してい
く必要があります。 

 

図表 47 ⻑野市 年齢 5 歳階級別就業率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 48 就職氷河期世代の中心層となる 39-48 歳の雇⽤形態等の内訳（全国・令和４年） 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
H12(2000)年 女性

H22(2010)年 女性

R2(2020)年 女性

R2(2020)年 男性

（資料）総務省統計局「国勢調査」

（注）就業率：就業者数 / 人口

平成27年以降は「不詳補完結果」より作成

正規雇用の職員・従業員,  

891万人, 54%

非正規雇用の職員・従業員, 

379万人, 22%

非労働力人口204万人, 12%      

（うち、無業者42万人）

自営業主・家族従事者,

96万人, 6%

役員, 62万人, 4%

完全失業者, 32万人, 2% その他,10万人, 1%

（資料）内閣官房「就職氷河期世代の就業等の動向」（総務省「労働力調査」の調査票情報から内閣官房において特別集計）

（注） 就職氷河期世代の中心層とは、令和４(2022)年時点の39-48歳を指す。

無業者とは、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
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⑤ 非正規雇⽤の増加 
全国では、短時間の就業形態の増加等により、労働者に占める非正規雇用労働者の割合は高

止まりの傾向にあります。男女・年齢階級別の非正規雇用労働者割合では、全ての年齢階級で
女性が男性を上回っています。また、男女ともに 65 歳以上で増加していることから、高年齢
者の就労が非正規雇用によって成り⽴っていることがわかります。令和 6(2024)年の総務省「労
働力調査」によると、非正規雇用に就いた理由として「自分の都合のよい時間に働きたいから」
が最も多く、このことから、非正規雇用の拡大の背景には、人件費の抑制などといった事情が
存在しているものの、近年では、人材確保のために本人の希望に合わせて非正規雇用労働者の
活用が図られていると考えられます。 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の令和 6(2024)年時点での全国の賃⾦カーブを比較する
と、正規雇用労働者は 55〜59 歳にかけて年齢に応じ賃⾦額が上昇する傾向があるのに対し、
非正規雇用労働者は横ばいとなっており、賃⾦格差が大きくなる傾向にあります。非正規雇用
労働者の待遇改善に向けては、最低賃⾦の引上げや同一労働同一賃⾦への取組が進められてい
るものの、依然として格差が存在しています。 

図表 49 男女別年齢階級別 非正規雇⽤者割合の推移（全国） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 50 年齢階級別 正規・非正規別の時給ベースの賃金カーブの⽐較（全国・令和６年） 
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男性 女性

全体 15-24歳

(在学者を除く)

25-34歳 35-44歳 45-54歳 55-64歳 65歳以上

（年）

（資料）総務省「労働力調査（詳細集計）」

（注） 非正規雇用者割合：非正規の職員・従業員数 / 役員を除く雇用者数

101
239 315

515
706

842 955 1,061 1,159

448 439 488

0
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「正社員・正職員」-「正社員・正職員以外」 正社員・正職員 正社員・正職員以外

（資料）厚生労働省「令和６年賃金構造基本統計調査」

（注） 一般労働者の所定内賃金額を所定内実労働時間で除して算出

（円）



 

 
 

⑥ 「働き方改革」の実現 

現在⾏っている令和 7 年度工業、商業、ICT 事業者アンケートにて調査中 
 
 

図表 51 働き方改革に関連する施策への取組状況 

＜同上＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 52 テレワークの導入状況 

【削除理由】            
本項目は、令和２年度工業、商業、ICT 事業者アンケートにおいて、コロナ禍におけるテレワーク
導入状況の把握するために設けた設問結果に基づくものでしたが、テレワークが一定程度定着した
ことから、現在調査中の令和 7 年度工業、商業、ICT 事業者アンケートにおいて、本項目に関する
設問を削除したため 

 


